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坂出市障がい者福祉計画
　　　　　　　　　　および第４期障がい福祉計画とは

計画の基本的な考え方
　本市では，平成19年に『坂出市障がい者福祉計画および障がい福祉計画』
を策定し，「住み慣れた地域で共に豊かに安心してすごせるまち　さかいで」を
基本理念として，各種施策の展開を図り，さらに，平成24年に前計画の基本理
念を継承し，その実現に向けて計画の見直しを行いました。
　今回の『坂出市障がい者福祉計画および第4期障がい福祉計画』は，前計画
の基本理念を踏まえつつ，障がいの有無にかかわらず，互いに支え合い，安心し
て充実した生活を送ることができる社会（共生社会）の実現をめざし，あらゆる
場面での基本的人権が保障される社会を築くために策定するものです。

計画の期間
　本計画は，２つの計画を一体的に策定しますが，「坂出市障がい者福祉計画」
は，長期的な展望を視野に入れ，計画の
期間を平成27～32年度までの６年間と
し，「第４期障がい福祉計画」は，国の基
本指針に基づき，平成27～29年度まで
の３年間とします。

計画の位置づけ
　本計画は，障がい者基本法第11条第３項に基づく「市町村障がい者計画」
と，障がい者総合支援法第88条第１項に基づく「市町村障がい福祉計画」に該
当します。本計画は，関連するこの２つの根拠法を持つ計画を一体的に策定す
るものです。
　また，この計画は，「第４次坂出市総合計画」のもとで障がい福祉分野におけ
る基本計画として位置づけられています。

基本理念

住み慣れた地域で
共に豊かに安心してすごせるまち

さかいで

基本目標
　 地域生活のための支援の推進
　障がい者が地域の中で安心して生活できるよう，関係機関との連携による各
種サービス，就労支援，情報の利用しやすさの向上を推進します。
　

　 地域福祉の推進
　地域との関わりをとおして，障がい者の生活を支え，自立を促すことにつなが
るようにする取組みを推進します。特に防災対策等について，行政と地域との
連携を強め，協力体制の強化を図ります。

　 社会的障壁の除去
　市民や事業者等が障がいや障がい者への理解を深め
るとともに，バリアフリー化等をとおして，日常生活や社会
生活を営む上で制約となる様々な社会的障壁の除去に努
めます。 
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　本計画では，障がいの有無にかかわらず，誰もが人格と個性を尊重し合いな
がら，住み慣れた地域の中で共に豊かに安心して生活できる共生社会の実現を
めざします。
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　     医療・リハビリテーションの充実

　     精神保健福祉の充実

障がい者福祉施策の展開
１ 理解と交流
　障がいや障がいのある方に対する市民の正しい理解を促進するため，市民に
対する啓発活動や交流機会の充実等を図ります。

◆主な施策
　     啓発・広報活動の推進

　     交流・ふれあいの推進

しょう しゃ ふ く し し さ く て ん か い

り か い

おも し さ く

しょう

けいはつ すいしんこうほうかつどう

こうりゅう すいしん かつどう すいしん

きょういくふ くし すいしん

　     福祉教育の推進

　     ボランティア活動の推進

しえんたいせいそうだん じゅうじつ

ざいたく とう

しょう じゅうじつじ し え ん

こうじょうとうしつ

とうたい じゅうじつ

ほ け ん いりょう

しょう よ ぼ うはっせい すいしん

りょういく しえん たいせいはったつ せ い び

いりょう じゅうじつ

じゅうじつせいしん ふくしほ け ん

き か んいりょう しっぺい み ぜ ん ふせ しんけんこうけんこう
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２ 生活支援
　障がいのある方の地域生活を支えるため，利用者本位の考え方に立って，多
様なニーズに対応する生活支援体制の整備を図ります。

◆主な施策
　     相談支援体制の充実

　     在宅サービス等の充実

せいかつ し え ん

おも し さ く

しょう

　     障がい児支援の充実

　     サービスの質の向上等
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2

3

4

3

4

３　保健・医療
　医療機関や関係機関と連携し，疾病を未然に防ぐための健康づくりや健康診
査等の充実，医療・リハビリテーションの推進，精神保健福祉の充実を図ります。

◆主な施策
　     障がいの発生予防の推進

　     療育・発達支援体制の整備

おも し さ く

1

2

じゅうじつ

　     住宅の確保

　     移動支援の充実

４ 教育・生涯学習
　教育機関と医療・福祉関係機関が連携し，教育・支援体制の整備，学校教育の
充実を図ります。また，文化活動，スポーツ等の生涯学習活動を推進し，障がい
のある方の社会参加，自己実現の機会の確保に努めます。

◆主な施策
　     一貫した教育・支援体制の

　     整備

おも し さ く

　     学校教育の充実

　     生涯学習（文化，スポーツ等）の振興

せいかつ かんきょう

すいしん

1 2

3

５ 雇用・就業
　個々の意思や能力に応じた仕事が選択できるよう，ハローワーク，障がい者
就業・生活支援センターと連携し，障がいのある方の状況に応じた雇用・就業を
支援します。

◆主な施策
　     雇用・就労の推進

　     総合的な雇用・就労支援施策の推進    

　     福祉的就労の支援

おも し さ く

1

2

3

2

3

６ 生活環境
　障がいのある方の地域での自立した生活を支えるため，バリアフリーのまち
づくりを推進し，住宅の確保や社会参加促進のための移動支援サービスの提供
に努めます。

◆主な施策
　     バリアフリーのまちづくりの

　     推進

おも し さ く

1
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　 庁内関係各課との連携
　福祉分野だけでなく，保健・医療・教育・住宅・交通・情報等の関係各課と連携
し，計画を推進します。
　

　 関係機関との連携
　関係機関との連携を図り，円滑な事業の実施に努めます。

　 地域福祉の推進
　障がい者団体・ボランティア団体を含めた地域住民の福祉の推進体制（ネット
ワーク）を強化します。
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じょうほう すいしんか
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あんぜんかんきょう

すいしん

こうじょう

きゅうきゅう ぼうさいたいさく

しょう

さ べ つ け ん り よ う ごかいしょう

しょう り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん

すいしんけ ん り よ う ご

しょう さ べ つ へんけん かつどうけいはつ ぎゃくたい ぼ う し たいさく

みずか い しすいしん

かた

しゃかい せいかつ おくあんしん け ん り よ う ご

すいしん はか

かた あんぜん かくほ こうつう けいはつあんしん

ひ な んじょきんきゅうじじがい とう ぼうさい ちしき ふきゅう けいはつ はかじょうほうたいさくあんぜん

ふくし とう じょうほう しょう しょうかた とくせい かたち

つと

おう

ていきょう

はしらい か てん ほんけいかく あすいしん

計画の点検・評価および改善
「ＰＤＣＡサイクル」のプロセスを実施し，成果目標の達成状況等について，毎年
度点検・評価を行います。
　また，点検・評価および改善に当たっては，県・近隣市町等との連携を図り，地
域自立支援協議会等と検討を行います。

け い かく て ん け ん ひょう か か い ぜ ん

じ っし

あ けん れんけい はか ち

とう けんとう おこなじ り つ し え ん きょうぎかいいき

しちょうきんりんてんけん ひょうか かいぜん

もくひょうせ い か まいねん

てんけんど ひょうか おこな

とう

とう

たっせいじょうきょう

ほ け ん こうつういりょう きょういく じゅうたく じょうほうとう かんけいか く か れんけい

けいかく すいしん

ふ くし ぶ ん や

ちょうないかんけい か く か

しょう しゃだんたい だんたい ふく じゅうみんち い き ふ くし すいしんたいせい

きょうか

き か んかんけい じ っし つとれんけい はか えんかつ じぎょう

かんけい き か ん

れんけい

れんけい

ふ くしち い き すいしん

Plan

PDCA
サイクル

計画の立案

ぷらん

けいかく りつあん

Do
計画の実行

どぅ

けいかく じっこう

Check
計画の評価

ちぇっく

けいかく ひょうか

Act
計画の改善

あくと

かいぜん

以下の３点を柱に，本計画の推進に当たります。
1

2

3

じょうほう

さい

７ 情報アクセシビリティ
　障がい福祉サービス等の情報は，障がいのある方の障がい特性に応じた形で
わかりやすい提供に努めます。

◆主な施策
　     情報バリアフリー化の推進

　     情報提供の充実

おも し さ く

　     意思疎通支援の充実1 3

2

8 安全・安心
　障がいのある方の安全・安心を確保するため，交通ルールやマナーの啓発，災
害時や緊急時における安全対策，避難所等の情報や防災知識の普及・啓発を図
ります。

◆主な施策
　     安全環境の向上

　     救急・防災対策の推進   

おも し さ く

1

2

2

◆主な施策
　     障がいを理由とする差別の解消の推進

　     権利擁護の推進

9 差別の解消・権利擁護
　障がいのある方への差別や偏見をなくすため，啓発活動や虐待防止対策を
推進します。また，自らの意思で安心して社会生活が送れるように，権利擁護の
推進を図ります。

おも し さ く

1

計画の推進について
計画の推進体制
け い かく す い し んた い せ い

けいかく
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相談・支援窓口一覧
内　容

県の障がい福祉担当課

障がいに関する相談

発達障がい相談

障がい者権利擁護センター

視覚障がい相談

聴覚障がい相談

こころの健康相談

子育て相談

精神保健福祉相談
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ひきこもり相談

就職・雇用相談

就職相談

就業相談

発達障がい相談

高次脳機能障がい相談

女性相談

子育て相談

市の障がい福祉担当課

障がい者虐待防止センター

福祉総合相談

主に身体障がい相談

主に知的障がい相談

主に知的障がい相談

主に精神障がい相談

主に精神障がい相談

主に精神障がい相談

でんわばんごう
電話番号

087-832-3291

087-867-2696

087-812-5563

087-868-9200

0877-24-9963

087-833-5560

087-804-5115

087-861-6868

0877-46-5545

0877-64-6010

087-866-6001

087-867-7686

087-862-8861

0877-24-3173

0877-44-5007

0877-46-5078

0877-56-3070

0877-98-3163

0877-85-6102

0877-56-3200

0877-59-0582

0877-48-3400
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はったつ しえん
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か ん け い
関　係

国・県

（委託含む）

市・社協

相談支援

事業者

（委託）

せいしんしょうおも そうだん

せいしんしょうおも そうだん

せいしんしょうおも そうだん

し しゃきょう

しえんそうだん

じぎょうしゃ

いたく

所　属

香川県障害福祉課

香川県障害福祉相談所

香川県視覚障害者福祉センター

香川県聴覚障害者福祉センター

香川県中讃保健福祉事務所（中讃保健所）

香川県精神保健福祉センター

香川県ひきこもり地域支援センター「アンダンテ」

香川障害者職業センター

ハローワーク坂出（坂出公共職業安定所）

障害者就業・生活支援センターくばら

香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」

かがわ総合リハビリテーションセンター

香川県子ども女性相談センター

香川県西部子ども相談センター

坂出市ふくし課

坂出市社会福祉協議会

障害者生活支援センターピア

香川県ふじみ園相談支援センター

あいうえお相談支援事業所

中讃地域生活支援センター

相談支援事業所わかたけ

相談支援センターｆｉｎｅ（ファイン）
そうだんしえん


